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公の施設管理運営については、平成１５年６月に地方自治法が改正され、教育委員

会等が指定する指定管理者が公の施設の管理を代行することができるようになりまし

た。この指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応す

るため、公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の節減等を図ることを目的としています。 

あきる野市教育委員会では、あきる野市体育施設において、この地方自治法の改正

を受けて、平成２４年４月から指定管理者制度を導入することにしました。 

次のとおり募集いたしますので、この要項に基づき申請をしてください。  

 

１ 対象施設の概要 

（１）対象施設の名称及び位置              

名 称 市民プール  

位 置 あきる野市原小宮３５３番地  

 

（２）対象施設の概要  

規模等の詳細については、別添のあきる野市体育施設指定管理業務仕様書（以

下「仕様書」という。）を参照してください。 

 

（３）施設使用料収入の実績  

     平成22年度施設使用料  10,573,900円 

     平成21年度施設使用料   9,796,490円 

     平成20年度施設使用料  11,019,420円 

 

（４）施設運営管理経費の実績 

     平成22年度管理運営経費 63,602,175円 

     平成21年度管理運営経費 62,036,270円 

     平成20年度管理運営経費 62,886,709円 

※職員（２名）の人件費を除く。 

※市が直営で行った場合の人員配置（参考） 

     係長職 １名・主任職１名 

 

２ 設置目的 

施設はあきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例第１条の規定に基づき、体

育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の健康で文化的な生活の

向上に寄与することを目的として設置しています。 

  

３ 指定管理者が管理する業務の範囲 

指定管理者は、対象施設の運営及び維持管理に係る業務を実施します。具体的な内

容は仕様書を参照してください。 
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（１）業務の範囲 

①施設の利用承認及び利用料の徴収に関すること。 

   ②利用承認の変更及び取消しに関すること。 

③施設の利用に伴う利用者への便宜の寄与に関すること。 

④施設、設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 

⑤施設の簡易修繕に関すること。 

⑥スポーツ事業に関すること。 

   ⑦その他管理運営に関し、教育委員会が必要と認めること。 

 

（２）業務に係る条件 

①開館日 

開館日は通年とします。 

ただし、あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例第５条に規定する

休業日は除く。詳細は仕様書を参照してください。 

②業務時間 

仕様書を参照してください。 

 

４ 自主事業の提案 

（１）「自主事業」とは、施設の設置目的に沿って指定管理者が独自に企画し、行

う事業です。市民サービスの向上に効果的、かつ効率的な自主事業の提案をし

ていただきます。なお、事業に要する経費については、指定管理者の自己財源

（講座等の参加者負担金などを含む。）で賄うものとします。 

（２）自主事業の提案は、提出書類の事業計画企画提案書及び自主事業収支計画書

（書式は任意）により提案してください。 

（３）提案された自主事業の内容や実施については、全て教育委員会と協議の上、

決定します。 

  

５ 利用料金に関する事項 

利用料の収入は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８

項の規定により利用料金制度を採用します。 

  

６ 指定の期間 

     平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで（３年間） 

  

７ 応募者の参加資格要件等 

申請資格 

①施設に防火管理者の資格を有する人員が配置できること。 

②施設の管理運営を安全かつ円滑に行える法人その他の団体（以下「団体」と

いう。）であること。 
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③団体又は代表者が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

      ア 地方自治法施行令(昭和２２年政令大１６号)第１６７条の４の規定に該

当する者 

      イ 申請期間において、あきる野市の指名競争入札の指名の停止の措置を受

けている者 

ウ 法人の場合は、最新の営業年度の法人税、消費税及び地方消費税、法人

事業税並びに法人住民税を滞納している法人。団体の場合は、代表者の最

新の所得税、消費税及び地方消費税、個人事業税並びに個人住民税を滞納

している者 

エ 会社更生法、民事再生法等により更正又は再生手続の申し立てがなされ

ている者 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第５

号までに規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの

利益となる活動を行う団体 

カ あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規

則第２条の規定に該当しない団体 

 

８ 申請手続 

（１）募集要項の配布  

①配布期間：平成２３年１０月６日（木）から平成２３年１１月１４日（月）      

まで 

      ※職員がいない土日祝日を除く。  

      ②配布時間：午前９時から午後５時まで 

      ③配布場所：あきる野市教育委員会体育課市民プール係 

（あきる野市原小宮３５３番地市民プール内） 

④その他 ：募集要項はあきる野市ホームページからもダウンロードできます。  

 

（２）説明会等の開催  

    ①日  時：平成２３年１０月１３日（木）午前９時３０分から  

    ②場  所： 全体説明、中央公民館・施設現場案内、市民プール  

    ③注意事項：説明会に参加される方は、１団体につき２人までとさせていただ

きます。 

④申込方法：参加を希望される団体は、１０月１１日（火）までにメール又は

指定用紙によりＦＡＸにて提出してください。  

⑤その他：事前に質問のある方はお知らせください。 

 

（３）質疑・回答について 

      １０月１４日（金）から１０月２８日（金）までにメール又は指定用紙によ

りＦＡＸにて質疑を行い、随時、回答します。 
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①質問への回答については、あきる野市ホームページで公開します。 

②回答が遅れる場合は、別途連絡します。 

 

（４）書類の提出 

  ①提出書類：あきる野市体育施設指定管理者選定要領の別紙１「提出書類一式」

を参照してください。  

   ②提出期限：平成２３年１１月１５日（火）午後５時まで（厳守）  

   ③提出方法：指定管理者指定申請書に必要書類を添えて、市民プールに直接持

参してください。郵送等の提出や提出期限を過ぎた場合は受理し

ません。また、市が必要と認めた場合は、必要に応じて追加の資

料提出を求める場合もあります。 

   ④提出部数：１５部（正本１部、副本１４部） 

   ⑤その他 ：申請に要する経費は、申請者の負担とします。提出された書類は

お返ししません。 

 

（５）書類の提出先 

あきる野市教育委員会体育課市民プール係（あきる野市原小宮３５３番地 市

民プール内） 

  

（６）提出書類・審査に関する情報公開 

提出書類は、あきる野市情報公開条例に基づき、情報公開対象文書になります。 

 

９ 指定管理者選定について  

（１）資格審査（書類審査） 

   提出書類を基に、教育委員会（教育部体育課）において、「７応募者の参加資

格要件等」に基づき、次の審査項目についての資格審査（書類審査）を行う。 

  

次に該当する申請は資格がないものとする。 

ア 資格要件を欠くもの、又は提出書類に不備があるもの  

イ 提出書類に虚偽の記載があったもの 

ウ その他選定に係る不正行為があったもの 

 

（２）第１次審査及び第２次審査 

市が設置するあきる野市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において、評価基準に基づき第１次審査及び第２次審査を行う。なお、申請団体

が、少数の場合には、第１次審査は実施しないものとする。 

 

１） 第１次審査（書類審査） 

提出書類を基に、選定委員会において評価を行い、選定委員会の各委員の評
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価合計を集計した総合得点に基づき、選定委員会において、総合得点の高い団

体から第１次審査の通過者を選定する。 

  

 【評価基準】 

ア 団体の理念・姿勢  

イ 団体の安定性  

ウ 団体の継続性         

エ 団体運営の透明性・公平性  

オ 団体運営における法令等の遵守状況  

カ 運営実績  

キ 効率的・効果的運営への取組状況  

ク 受託への熱意・意欲  

ケ 事業運営の独創性  

コ 施設管理の安全性への対応  

サ 利用者への対応状況（接遇・苦情対応）  

シ 社員等の育成状況  

ス 個人情報保護対策状況  

セ 自主事業などの提案  

ソ 障がい者の雇用状況  

タ 管理運営に必要な提案金額 

  チ 環境への配慮 

  ツ 地域雇用の状況 

 

２）第１次審査の結果の通知 

第１次審査の結果を申請者全員に通知するとともに、第１次審査を通過した

団体には、第２次審査について通知する。 

 

  ３）第２次審査（プレゼンテーション審査） 

選定委員会において、提出書類とプレゼンテーションを基に、プロポーザル

方式で総合的に審査を行い、市民プールの設置目的を最も効果的に達成するこ

とができると認められる者を候補者として選定する。  

 

４）選定結果の通知 

   ① 選定結果は、第２次審査の対象者に書面で通知する。 

   ② 選定の公平性及び透明性を図るため、応募団体名、評価結果（総合得点、

順位等）を市のホームページで公開（第１次審査を含む。）する。 
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１０ 指定管理者の選定後の手続について  

（１）仮協定書の締結  

指定管理者の候補者を決定後、仮の協定書を締結します。 

 

（２）市議会の議決  

指定管理者の候補者を選定後、指定に関する議案を提出し、市議会の議決を

受けます。ただし、議決を受けるまでの間に指定管理者の候補者を指定管理者

に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときには、指定管理

者の候補者の選定を取り消すことがあります。  

なお、議決を受けることができなかった場合において、指定管理者の候補者

が支出した費用等については、補償しないことをご了承ください。  

 

（３）本協定の締結  

指定管理者との本協定締結は、議会の議決後に行います。  

 

（４）指定管理業務の準備  

指定管理者は、指定の日に円滑に業務を開始するため、指定の日前に必要な準

備を開始していただきます。準備に要する費用については、指定管理者の負担

となります。  

  

1１ 仮協定書・本協定書で締結する事項  

（１）事業及び管理業務の実施内容に関する事項 

（２）施設の使用料の扱いに関する事項（利用料金制） 

（３）市が指定管理者に支払うべき管理費用に関する事項（積算方法、清算の要否等） 

（４）施設の補修等に関する事項 

 （５）個人情報の保護に関する事項 

（６）情報公開に関する事項 

（７）苦情処理に関する事項 

（８）モニタリングに関する事項 

（９）事業報告に関する事項 

（10）利用者アンケート等の実施に関する事項 

（11）指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

（12）事故等に係る損害賠償請求に関する事項 

（13）あきる野市環境基本条例の遵守に関する事項 

（14）その他市長が必要と認める事項 
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1２ 指定管理者に係る基本事項  

（１）関係法令等の遵守  

指定管理業務の実施に当たっては、次に掲げる法令を遵守してください。 

①地方自治法  

②あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例  

③あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例  

④あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則  

⑤あきる野市市個人情報保護条例  

⑥あきる野市情報公開条例  

その他労働法令など関係法令を遵守するとともに公平性の保持及び安全確保

に努めていただきます。  

 

（２）管理人員  

仕様書を参照してください。  

 

 （３）指定管理に係る経費  

①指定管理に係る経費を算定するに当たり、あらかじめ指定管理期間（３か年分）

内の収支計算書を提出していただきます。 

②収支計算書については、仕様書内「あきる野市指定管理者収支予算書(モデル)」

を参考とし、計上してください。また、計算額については「あきる野市指定管

理者収支予算書(モデル)」内の「指定管理料を上限」とします。 

③指定管理に係る経費、支払時期、支払方法等については、協定により定めます。 

  

（４）業務の委託  

      包括的な業務の委託については認められません。個別の業務（清掃・保守点

検業務等）の委託については、事前に教育委員会と協議が必要です。  

 

（５）その他  

    ①指定管理者が行う施設の管理の適正を期するために本市が行う指示に従わな

いとき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める

ときは、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき指定管理者の指

定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じるこ

とがあります。  

    ②本件業務に関する本市職員との接触により、申込み及び選定についての情報

を不正に入手する等の事実が認められた場合は、失格や指定の取消しとなり

ます。  

③新たに人員を雇用する際は、市内在住者の雇用を促進してください。  
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1３ 問合せ先  

 あきる野市体育課市民プール係 担当：高橋・山﨑 

住    所 ：あきる野市原小宮３５３番地  

電話番号 ：０４２－５５０－１７１１  

ＦＡＸ番号：０４２－５５０－１７１２ 

E-mail siminpool@city.akiruno.lg.jp 

 

 

 

 

 


